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第３次総合計画第３期基本計画後期実施計画の策定に当たって 

 

１．計画策定の趣旨 

この計画は、平成 27年度を目標年次として策定した「長岡京市第３次総合計画 基本

構想」に掲げる将来像『住みつづけたい みどりと歴史のまち 長岡京』の実現を目指し

て、平成 23年度からスタートする第３期基本計画に示された基本的な方向や施策を推

進する主要な事務事業を明らかにするとともに、その計画的な推進を図るために策定す

るものです。 

この実施計画については、第１期基本計画及び第２期基本計画から引き続き行政評価

の考え方を取り入れて、進行管理を図ります。 

 

２ 計画の期間 

 第３期基本計画（平成 23～27年度）の最初の３年間を前期実施計画の計画期間とし、

２年が過ぎた時点で前期実施計画の実施状況及び社会情勢の変化を受けて見直しを行

い、残り３年分（平成 25～27年度）を後期実施計画として策定します。 

 

各事業の目標指標に対しては、本実施計画の目標年度である平成 27年度の目標値を

記載しています。また、記載可能な事業には、これ以外の年度の目標値も記載していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画策定の目的 

実施計画を策定する目的を、以下のとおりとします。 

①第３期基本計画に位置づけられている施策の目的を実現するために、有効な手段とな

りうる事業を選択することにより、基本計画の実効性を確保すること 

②事業概要を明確にすることにより、毎年度の予算編成にあたっての有効な情報を提供

すること 

③各事業の到達目標を明らかにし、事業進捗状況を把握し、適正な進行管理を行うこと 

長岡京市の目指すべき将来像や将来人口、 

土地利用構造について明らかにしたもの。 

(平成 13年度～平成 27年度) 

基本構想の実現のために、必要な施策や事業と 

その方向性を示したもので、５年ごとに見直し。 

(平成 23年度～平成 27 年度) 

 

基本計画に盛り込んだ施策内容を 

実施するための年次計画。 

(前期：平成 23年度～平成 25年度) 

(後期：平成 25年度～平成 27年度) 

 

基本構想 
まちづくりの 
将来像 

基本計画 
 

各分野別の計画内容 

実施計画 
 

計画の実施推進を図る計画 
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４ 後期実施計画書の構成 

 本実施計画書には、第３期基本計画に掲げる分野、政策ごとに、実施計画事業とその

所管課、事業の概要、目標指標を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分野名 

政策名 

実施計画事業

の名称 

事業の概要 

政策の基本的

な方向性 

目標指標 

所管課 

(平成 25年度) 
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政策１ 地域福祉の推進 

 

 

 

 

  策１ 地域コミュニティの形成 

○民間社会福祉活動振興助成事業【社会福祉課】 

事業の概要 目標指標 

民間社会福祉団体の自主的、主

体的な事業に対し、地域福祉振興

基金を利用して、活動費の助成を

行います。 

民間社会福祉団体の育成が図られるよう、事業補助を希

望する団体の登録数を増やします。 

【目標】 

11団体 （平成 25～26年度） 

12団体 （平成 27年度） 

【現状】 8団体 （平成 23年度） 

 

 
施策１  住民の生活支援の充実 
 

○総合生活支援センター管理運営事業【社会福祉課】 

事業の概要 目標指標 

ＪＲ長岡京駅西口のバンビオ１番館

に福祉の相談窓口を設置し、地域

福祉に関するサービスの情報を提

供するとともに、福祉や暮らしに関

する相談に対応します。その他、生

活費の貸付、在宅支援などの福祉

サービスを提供します。 

総合生活支援センターの利用を高めることにより、障がい

者、高齢者及び暮らしに関する生活相談への対応の充実

に努めます。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 相談 29,022件 （平成 23年度） 

 

○障がい者生活相談支援事業【障がい福祉課】 

事業の概要 目標指標 

市や指定相談事業所などの相談

員が障がい者とその家族に対する

情報の提供や生活相談に応じ、必

要なサービスの利用につなげてい

きます。 

だれでも身近な相談窓口で相談が受けられ、必要なサー

ビスの利用に結び付けられるよう相談支援ネットワークを

構築するとともに、専門性の高い相談員の配置に努めま

す。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 相談 2,534件（平成 23年度） 

 

 

 

第１分野 福祉・保健・医療 

基本的な方向性： 

「だれもが安心して暮らすことのできるまちづくり」の実現に向け、地域の人たち

がふれあいながら生活課題を理解、共有し、自らの力で解決を図ろうという「地域

福祉力」の向上を支援していくまちづくりを推進します。 

施策１ 

施策２ 
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○福祉なんでも相談事業【社会福祉課】 

事業の概要 目標指標 

福祉事務所に福祉の相談窓口を

設置し、高齢者や障がい者の福祉

サービスや、子育てに関する相談

など、どこに相談すればよいのか

わからない相談に積極的に対応し

ます。 

専門性の高い相談員を配置し、福祉なんでも相談室の利

用を高めることにより、福祉に関する相談への対応の充実

に努めます。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 相談件数延べ 198件（平成 23年度） 

 

施策１  地域健康福祉の推進基盤の充実 

○地域福祉センター管理運営事業【社会福祉課】 

事業の概要 目標指標 

地域福祉センター「きりしま苑」を管

理運営し、施設を利用する高齢者

などの活動支援など様々な福祉サ

ービスを行います。 

きりしま苑の利便性を高め、60 歳以上の高齢者数に対す

る利用者数（１日あたりの平均）を増やします。 

【目標】 

150人 （平成 25～26年度） 

155人 （平成 27年度） 

【現状】 149人 （平成 23年度） 

 

○保育園・老人介護複合施設整備事業【健康福祉政策監】 

事業の概要 目標指標 

社会福祉法人を実施主体として保

育園・老人介護（小規模特養）の複

合施設を新設します。 

 

 

保育園・老人介護（小規模特養）複合施設を整備します。 

【目標】 

府との補助金協議 

法人との建設等協議 （平成 25年度） 

法人との運営等協議 

小規模特養の開所 （平成 26年度） 

保育園の開園 （平成 27年度） 

【現状】- 

 

 

○いのちを守る地域体制づくり推進事業【社会福祉課】 

事業の概要 目標指標 

災害時要配慮者支援制度にかか

る台帳等の整備、緊急医療情報

「命のカプセル」の配布、誰も自殺

に追い込まれることのない社会の

実現に向けた啓発・予防等の事業

を実施します。 

自殺対策として実施する「ゲートキーパー養成研修」の受

講者数を増やします。(累計) 

＊ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をか

け、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人をいいま

す。 

【目標】 

100人 （平成 25年度） 

200人 （平成 26年度） 

300人 （平成 27年度） 

【現状】 - 

施策３ 
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政策２ 児童の健やかな育成 

 

 

 
施策１ 子育て家庭への支援の充実 

 

○地域子育て支援センター運営事業【こども福祉課】 

事業の概要 目標指標 

在宅で、子どもを保育している親た

ちの育児相談や親同士の情報交

換ができる場所として、開田保育

所と深田保育所に地域子育て支

援センターを開設しています。 

保護者の育児不安を解消するための相談や情報交換の

場の提供と、親同士や子ども同士のふれあいと交流を図り

ます。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 利用者数（エンゼル・たんぽぽ） 

おひさまひろば(個別利用含む) 10,894 人、育児

相談 1,109人（平成 23年度） 

 

○つどいの広場助成事業【こども福祉課】 

事業の概要 目標指標 

親子のふれあい、親同士の交流の

場や不安や悩みの相談の場を運

営する団体などに運営助成しま

す。 

親と子がいつでも気軽につどい、親子のふれあいや親同

士の交流の場とともに不安や悩みの相談の場を確保する

ため、つどいの広場を運営する団体などへの助成を適正

に行います。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 ２か所、11,204,000 円を適正に運営助成利用者

数（２ヵ所）6,725人 （平成 23年度） 

 

○乳児保育委託助成事業【こども福祉課】 

事業の概要 目標指標 

認可外保育施設や個人に児童の

保育を委託している保護者に対

し、保護者の所得に応じて委託費

を助成します。 

認可外保育施設や個人に児童の保育を委託している保

護者の経済的負担を軽減するため、保育の委託費の助

成を適正に行います。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 7施設 110人に助成(平成 23年度） 

 

○児童館運営事業【北開田児童館】 

事業の概要 目標指標 

地区内の児童及び生徒を対象に

した豊かな感性や人権感覚、正し

い生活習慣を身に付ける事業、ま

た、北開田地区以外の児童の交流

を促進する事業を行います。 

地区内外の交流率（地区外からの利用者数÷全利用者

数）を高めます。 

【目標】 

76％ （平成 25年度） 

77％ （平成 26～27年度） 

【現状】 75％ （平成 23年度） 

 

基本的な方向性： 

次世代を担う子どもと子育て家庭を社会全体で応援し、子どもを持ちたいと思う人

が、安心して子どもを生み、育てることのできる環境づくりを推進します。 

施策１ 
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○養育支援事業【こども福祉課】 

事業の概要 目標指標 

養育を支援することが特に必要と

認められる児童及びその保護者等

に対し養育に必要な育児・家事援

助を行います。 

養育が必要な世帯に適切な支援を行います。 

【目標】上記内容を目標とします 

【現状】 - 

  

○子育て短期支援事業【こども福祉課】 

事業の概要 目標指標 

①保護者が疾病等で家庭におけ

る児童の養育が一時的に困難にな

った場合②保護者の仕事などで平

日の夜間、休日に不在となる家庭

で児童の養育が困難になった場合

に、児童を施設で預かります。 

市外の児童養護施設等と委託契約を締結することで、児

童の養育が一時的に困難になった場合に児童を施設で

預かります。 

【目標】上記内容を目標とします 

【現状】 - 

 

施策１  多様なニーズに対応できる保育の充実 

 

○ファミリーサポートセンター運営事業【こども福祉課】 

事業の概要 目標指標 

子育ての手助けをしてほしい人と

手伝いをしたい人のそれぞれを会

員として登録し、ニーズに応じて相

互を紹介します。 

ファミリーサポートセンターを利用した子育て相互援助の

活動件数を維持します。 

【目標】 2,200件以上を維持（平成 25年度） 

       2,300件以上を維持（平成 26～27年度） 

【現状】 2,124件（平成 23年度） 

 

○保育実施事業【こども福祉課】 

事業の概要 目標指標 

認可保育園の施設整備などにより

定員確保や保育環境の充実を図

るとともに、入所受付や保育料の

徴収などを行い、円滑な運営に努

めます。 

入所希望数に対する入所者数の割合（入所者数÷希望

者数）を高めます。 

【目標】  97％ （平成 25年度） 

100％ （平成 26～27年度） 

【現状】 95.5％（平成 23年度） 

 

○保育所施設整備事業【健康福祉政策監】 

事業の概要 目標指標 

耐震性の不足が判明した保育所

施設について、耐震補強を行いま

す。 

公立保育所の耐震化事業を実施し、耐震化率を高め 

ます。 

【目標】 60％ （平成 25年度） 

60％ （平成 26年度） 

80％ （平成 27年度） 

【現状】 33％（平成 23年度） 

 

 

施策２ 
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○民間保育園運営助成事業【こども福祉課】 

事業の概要 目標指標 

民間の認可保育園に運営助成を

行うことにより、保育内容の充実を

はじめ、職員の処遇並びに資質の

向上、施設の維持改善を図りま

す。 

民間の認可保育園への運営助成を適正に行います。 

【目標】上記内容を目標とします 

【現状】 民間保育園４か園に 61,432,566 円を助成（平成

23年度） 

 

○認可外保育施設運営補助事業【こども福祉課】 

事業の概要 目標指標 

認可外保育施設の保育環境の改

善を促し、必要な基準を満たす保

育施設へ運営助成を行います。 

公立保育所の補完機能を備えている認可外保育施設へ

の運営助成を適正に行います。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 ３か園 11,112,000円の助成(平成 23年度） 

 

○一時預かり補助事業【こども福祉課】 

事業の概要 目標指標 

民間保育園による一時預かり事業

を実施するとともに、一時預かり事

業を実施する園に対して補助をし

ます。 

多様な保育ニーズに応える一時預かり事業の運営を確保

するため、補助を適正に行います。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 民間保育園 4 か園の一時預かり事業利用者

4,773 人に 8,484,300 円を補助を行いました。(平

成 23年度） 

 

○病児・病後児保育運営助成事業【こども福祉課】 

事業の概要 目標指標 

現在保育所に通所中の子どもが病

気の「回復期に至らない場合」かつ

当面の症状に急変が認められない

場合（病児）、「回復期」にあり集団

保育できない場合（病後児）、一時

的に保育を行う。 

多様な保育ニーズに応える病児・病後児保育事業をより

多くの保護者に活用してもらう。 

【目標】 

病児・病後児保育の登録者数１００人 （平成 25年度） 

病児・病後児保育の登録者数１５０人 （平成 26年度） 

病児・病後児保育の登録者数２００人（平成 27年度） 

【現状】 病後児保育登録者数 89人 (平成 23年度） 
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政策３ 高齢者福祉の推進 

 

 

 

 

施策１ 高齢者への支援の充実 

○地域包括ケアシステム運営事業【高齢介護課】 

事業の概要 目標指標 

新規の地域包括支援センターの整

備などにより、地域における総合相

談体制の充実や虐待など高齢者

の身体・生命が脅かされるケース

に迅速・適切に対応できる体制の

機能強化に努めることで、高齢者

が住み慣れた地域で、安心して生

活を継続できる包括的なケアシス

テムを構築します。 

多くの高齢者が地域での生活を維持できるよう、地域包括

支援センター及び各中学校区にある在宅介護支援センタ

ー（ブランチ）での相談件数の割合（相談実人数÷高齢者

人口）を高めます。 

【目標】 

15.0％ （平成 25年度） 

16.0％ （平成 26年度） 

17.0％ （平成 27年度） 

【現状】 13.8％ （平成 23年度） 

 

○民間老人福祉施設等整備費助成事業【高齢介護課】 

事業の概要 目標指標 

特別養護老人ホームを建設する社

会福祉法人に対して、施設整備費

及び借入金元金と利子補給への

助成を一定の基準に基づき行いま

す。地域密着型サービス拠点の整

備に対する助成を、国・府の補助

金を活用する中で、実施します。 

特別養護老人ホームを新たに１ヶ所整備するとともに、認

知症対応型共同生活介護（グループホーム）など地域密

着型サービス拠点の整備を推進します。 

【目標】 

17か所 （平成 25年度） 

19か所 （平成 26年度） 

19か所 （平成 27年度） 

【現状】 16か所 （平成 23年度） 

 

○介護保険利用料減免措置給付事業（市制度）【高齢介護課】 

事業の概要 目標指標 

負担能力から判断して特に介護保

険サービスの支払いが困難と認め

られる低所得者の利用料を減免し

ます。 

低所得者が経済的理由により介護保険サービスの利用を

控えることがないよう、介護保険サービスの利用料減免を

適正に行います。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 192件 1,591,900円（平成 23年度） 

 

○認知症施策総合推進事業【高齢介護課】 

事業の概要 目標指標 

実地指導等を通じてデイサービス

やグループホームなど介護サービ

スの質の向上を図るとともに、地域

の中で気軽に集えるサロン事業の

実施、認知症サポーター養成講座

認知症を正しく理解し、認知症高齢者とその介護者が地

域の中で生活が継続できるように支援する認知症サポー

ターを一人でも多く養成するため、認知症サポーター養

成講座の受講者数の増加に努め、認知症サポーターの

登録者を増やします。 

基本的な方向性： 

高齢者が自立的、健康的な生活を維持しながら、社会に参加し、地域でいきいきと

生活ができる環境を目指します。 

施策１ 
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の開催などに取り組みます。 【目標】  

870人 （平成 25年度） 

1,070人 （平成 26年度） 

1,270人 （平成 27年度） 

【現状】 470人（延べ受講者数）（平成 23年度） 

 

 

施策１ 社会参加・生きがい活動への支援 
 

○老人福祉施設等整備事業【高齢介護課】 

事業の概要 目標指標 

新規の老人福祉センターの整備を

図るとともに既存の施設の改修な

どを検討します。 

老人福祉センター(竹寿苑）、地域福祉センター(きりしま

苑）、老人憩の家に続く高齢者が集える場の新設や、既

存施設の改修を図ります。 

【目標】 

3か所（平成 25年度） 

4か所（平成 26～27年度） 

【現状】 3か所 （平成 23年度） 

施策２ 
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政策４ 障がい者（児）福祉の推進 

 

 

 

 

 

施策１ 障がい者（児）への支援の充実 
 

○障がい福祉施設運営等支援事業【障がい福祉課】 

事業の概要 目標指標 

利用者が重複する乙訓２市１町が

協調して定めた補助基準に基づ

き、障がい福祉施設の運営に対し

て補助を行います。 

障がい福祉関係施設の経営を支えることにより、利用希望

者に対する定員の確保に努めます。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 7法人 13事業所 定員 300人（平成 23年度） 

 

○障がい者在宅生活支援事業【障がい福祉課】 

事業の概要 目標指標 

心身障がい者緊急一時保護実施

事業や住宅改造等補助・福祉機器

等給付事業、入浴サービス実施事

業、障がい者日中一時支援事業な

どの事業を通じて、在宅障がい者

の生活を支援します。 

社会福祉施設との連携により、緊急時に対応できる状態

を維持します。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 事業委託契約事業所数４か所、延べ利用人数

54人、延べ利用日数 96日（平成 23年度） 

 

○障がい者福祉施設整備事業【障がい福祉課】 

事業の概要 目標指標 

障がい者を支援する場として、既

存施設の移転や新規施設の整備

に対する支援を図ります。 

民間事業所が設置する障がい者福祉施設の用地確保や

施設整備に協力し、可能な施設から整備に努めます。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 共同生活介護事業所(定員 27 名)の新規整備に

あたり、埋蔵文化財調査経費を補助しました（平成 23 年

度） 

 

 

 

○生活助成金支給事業【障がい福祉課】 

事業の概要 目標指標 

市民税非課税の重度心身障がい

者世帯・母子世帯に対して上下水

道料金などの一部を補助します。 

市民税非課税の重度心身障がい者世帯・母子世帯の経

済負担が軽減されるよう、上下水道料金の基本料の一部

助成を適正に行います。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 292世帯 （平成 23年度） 

 

 

基本的な方向性： 

障がい者（児）が社会の一員として障がいのない人と同等に生活し､すべての人が「と

もに生きる」ことのできる社会の実現を目指します。 

施策１ 
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施策１ 障がい者（児）の社会参加の促進 

 

○手話・要約筆記者養成及び派遣事業【障がい福祉課】 

事業の概要 目標指標 

手話や要約筆記のできる市民の養

成を図るとともに、必要に応じて手

話通訳者及び要約筆記者を派遣

します。 

聴覚・言語機能障がい者が手話通訳者及び要約筆記者

を確実に利用できるよう、聴覚・言語機能障がい者に対す

る手話通訳者・要約筆記登録者数を維持または増やしま

す。 

【目標】  

手話 21人、要約筆記 38人（平成 25年度） 

手話 21人、要約筆記 40人（平成 26年度） 

手話 21人、要約筆記 42人（平成 27年度） 

【現状】 登録手話通訳者 22人 

登録要約筆記奉仕員 34人 （平成 23年度） 

 

○障がい者外出等支援事業【障がい福祉課】 

事業の概要 目標指標 

障がい者のタクシー利用の助成事

業、移動支援事業、自動車改造助

成・自動車運転免許取得助成事業

を行います。 

障がい者（児）の社会参加の促進に必要となる事業（障が

い者タクシー券交付事業、移動支援事業、自動車改造助

成事業、自動車運転免許取得助成事業）を適切に実施し

ます。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 タクシー1,458 件、自動車改造 1 件、運転免許 0

件 （平成 23年度） 

 

○障がい者自立活動等支援事業【障がい福祉課】 

事業の概要 目標指標 

障がい者の参加を目的とする教室

や講座の開催などを行った当事者

団体に事業費を補助します。 

障がい者の社会参加のきっかけを増やすため、障がい者

に対する各種事業や教室などの開催を支援します。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 開催事業 6事業、延べ参加者数 692人（平成 23

年度） 

○障がい者雇用・就労促進事業【障がい福祉課】 

事業の概要 目標指標 

多くの障がい者に就労機会が得ら

れるよう、就労に関する啓発を実施

します。 

多くの障がい者に就労機会が得られるよう、就労に関する 

啓発を実施する。 

【目標】 

就労啓発事業(マッサージ体験会)開催数３回、参加者数

175人（平成 25年度） 

就労啓発事業(マッサージ体験会)開催数３回、参加者数

175人（平成 26年度） 

就労啓発事業(マッサージ体験会)開催数３回、参加者数

180人（平成 27年度） 

【現状】 就労啓発事業(マッサージ体験会)開催数３回、

参加者数 168 人,雇用による就労訓練実施実人数 5 人、

実習訓練実施者数 3人(平成 23年度) 

施策２ 
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○オープンラウンジ管理運営事業【障がい福祉課】 

事業の概要 目標指標 

バンビオ１番館において、障がい

者が就労に向けて訓練できるオー

プンラウンジ「カフェ エポカ」を運

営します。 

障がい者の開設以来の雇用による就労訓練及び実習訓

練経験者数を増加させます。 

【目標】 

就労訓練 16人 実習訓練 17人 （平成 25年度） 

就労訓練 16人 実習訓練 19人 （平成 26年度） 

就労訓練 17人 実習訓練 21人 （平成 27年度） 

【現状】 就労訓練者  17人 

      実習訓練者  12人（平成 23年度） 
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政策５ 生活の安定と自立支援 

 

 

 

  

施策１ 市民生活の安定の確保 
 

○専門員による市民相談事業【情報管理課】 

事業の概要 目標指標 

市民に対し、専門的な内容（法律

など）の相談窓口を開設します。 

専門的な相談を求める市民に対して、充実した相談を提

供できるよう、弁護士相談の時間を拡充し、各種相談全体

で毎月 40人以上の定員枠を確保します。 

【目標】 平均月 40人の定員枠を継続して確保 

 （平成 25～27年度） 

【現状】 平均月 40人 （平成 23年度） 

 

○生活の保護・自立促進事業【社会福祉課】 

事業の概要 目標指標 

生活保護制度を適正に運営し、被

保護世帯の自立支援及び援助活

動を行います。 

生活困窮者の自立を促進するため、保護世帯のうち働い

て収入を得ている世帯の割合を高めます。（稼働世帯数

÷保護世帯数） 

【目標】 

 18.0％ （平成 25年度） 

 19.0％ （平成 26年度） 

 20.0％ （平成 27年度） 

【現状】 16.5％ （平成 23年度） 

 

 

施策１ 医療費負担の軽減 
 

○重度心身障がい老人健康管理費給付事業（市制度）【医療年金課】 

事業の概要 目標指標 

心身障がい老人（後期高齢者医療

被保険者、身障手帳３級かつ非課

税世帯）の疾病または負傷に対

し、一部負担金に相当する額を支

給します。 

心身障がいがある低所得老人の医療に係る経済的負担

が軽減されるよう、制度内容の周知及び利用促進により対

象者のすべてが受給することを目指します。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 身障手帳３級・非課税世帯 

対象人員 85人 

対象経費 5,817,122 円（平成 23 年度実績、月

平均値） 

 

 

 

 

基本的な方向性： 

すべての市民が最低限必要な生活水準を維持できる社会の実現を目指します。 

施策１ 

施策２ 
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○障がい者医療費支給事業（市制度）【医療年金課】 

事業の概要 目標指標 

心身障がい者（後期高齢者医療被

保険者を除く、身障手帳３級かつ

非課税世帯）の疾病または負傷に

対し、一部負担金に相当する額を

支給します。 

心身障がいがある低所得者の医療に係る経済的負担が

軽減されるよう、制度内容の周知及び利用促進により対象

者のすべてが受給することを目指します。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 身障手帳３級・非課税世帯 

対象人員 48人  

対象経費 8,170,344 円（平成 23 年度実績、月

平均値） 

○子育て支援医療費助成事業（市制度）【医療年金課】 

事業の概要 目標指標 

府制度の基準を拡充して乳幼児の

外来診療に係る一部負担金を助

成します。 

３歳から小学校就学前までの外来受診に係る医療費助成

の現物給付を維持し、府と協調しながら子ども医療費助

成の現物給付化を目指します。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 3歳児外来受診の医療費助成 

対象人員 75１人 

対象経費 10,869,161 円（平成 23 年度実績、月

平均値） 

 

施策１ 勤労者福祉の充実 
 

○勤労者団体等支援事業【社会福祉課】 

事業の概要 目標指標 

乙訓勤労者福祉サービスセンター

や内職友の会などの団体に対して

運営費を支援します。 

乙訓勤労者福祉サービスセンターの自立化に向けて、目

標加入者数（3,000 人）に対する加入者の割合（加入者数

÷目標加入者数）を高めます。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 85.3% （加入者数 2,559人） （平成 23年度） 

 

○勤労者住宅資金融資事業【社会福祉課】 

事業の概要 目標指標 

住宅取得を希望する勤労者に低

利で融資できるよう、資金を取扱い

金融機関に預託します。 

低利の融資を必要とする市民に確実に融資が実行できる

よう、取扱い金融機関に資金を預託します。平成 21 年度

に預託金を減額しましたが、利用状況が今後も変わらな

ければ、預託金を見直します。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 融資金利の見直しを検討 （融資実績なし） 

 

施策３ 
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政策６ 保健・医療の充実 

 

 

 

 

 

施策１ 健康の増進 
 

○育児支援事業【健康推進課】 

事業の概要 目標指標 

妊娠中及び就学前の乳幼児のい

る家族を対象に、知識の普及や情

報の提供を行うほか、子どもの月

齢に応じた各種教室、健康相談事

業を実施します。 

保護者の育児不安を解消するため、各種教室と健康相談

の利用率（各種教室などの受講率の平均）の維持、向上

を目指します。 

【目標】 

33.5％ （平成 25年度） 

33.5％ （平成 26年度） 

33.5％ （平成 27年度） 

【現状】 35.5％ （平成 23年度） 

 

○育児支援家庭訪問事業【健康推進課】 

事業の概要 目標指標 

心身障がい児やその疑いのある乳

幼児及び様々な要因で健康問題

を有する家庭に対して、育児に関

する専門的なアドバイスを行うとと

もに、関係療育機関などと連携を

図り、個別の家庭訪問を実施しま

す。 

ハイリスク妊婦（20 歳未満の妊婦及び 40 歳以上の初妊

婦）や健康問題を有する乳幼児などの要管理者に対する

訪問実数の割合（すべての訪問実数÷要管理者数（当該

年度３月 31日現在値））を高めます。 

【目標】 

91.0％ （平成 25年度） 

92.0％ （平成 26年度） 

93.0％ （平成 27年度） 

【現状】 90.9％ （平成 23年度） 

 

○健康づくり教育事業【健康推進課】 

事業の概要 目標指標 

年齢や性別に応じ、健康づくりに

関する啓発や情報提供、健康教室

を開催するとともに、地域のグルー

プや各種団体が希望する健康教

育事業を実施します。 

市民に十分な健康情報を提供できるよう、全啓発や普及

事業ごとの参加者の合計数と、広報長岡京や市ホームペ

ージへの普及啓発記事の掲載回数を増やします。 

【目標】 

参加者 11,400人、記事掲載 20回 （平成 25年度） 

参加者 11,500人、記事掲載 20回 （平成 26年度） 

参加者 11,500人、記事掲載 21回 （平成 27年度） 

【現状】 参加者15,799人、記事掲載18回 （平成23年度） 

 

 

基本的な方向性： 

市民が健康に暮らせるまちを目指し、乳幼児から高齢者までのライフステージに応

じた健康づくりを支援します。 

施策１ 
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○食育推進事業【健康推進課】 

事業の概要 目標指標 

各種健康教室などを通じてライフス

テージに応じた食生活と栄養につ

いての知識の普及を行い、心身の

健康の増進を図ります。また、食育

に関する関係機関との連絡を通じ

て、豊かな人間形成の取り組みを

進めます。 

平成 22 年度策定の食育推進計画に沿って、食育に関す

る施策を推進します。 

【目標】 食育に関する施策を推進 （平成25～27年度） 

【現状】 食育に関する施策を推進 （平成 23年度） 

 

施策１ 心身機能低下の防止  
 

○高齢者二次予防事業【高齢介護課】 

事業の概要 目標指標 

要介護状態になるおそれのある二

次予防事業の対象者の生活機能

の維持または向上を図るため、介

護予防事業を充実します。 

二次予防事業の対象者に対する介護予防事業参加者の

比率（事業参加者÷二次予防事業の対象者）を高めま

す。 

【目標】 

 12.2％ （平成 25年度） 

 12.3％ （平成 26年度） 

 12.4％ （平成 27年度） 

【現状】 17.1％ （平成 23年度） 

 

 

施策１ 医療の充実  

○地域医療支援事業【健康推進課】 

事業の概要 目標指標 

病院群輪番制維持のための負担

金支出と、在宅当番医制度への委

託により救急医療体制を含む地域

医療環境を維持します。 

休日などの診療体制と休日・夜間など救急医療体制を安

定的に維持します。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 休日等の診療体制は医師確保は100％達成。二

次救急医療体制は京都市の病院群輪番制度に

加入し維持（平成 23年度） 

 

 

 

 

 

施策２ 

施策３ 
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政策７ 保険事業の充実 

 

 

 

 

施策１ 国民健康保険事業の安定化 
 

○市ルール分特別会計繰出金事業【国民健康保険課】 

事業の概要 目標指標 

一般会計から国民健康保険事業

特別会計へ繰り出します。 

被保険者１人あたりの保険料を激変させないようにしま

す。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 繰出金：136,715,000円 

保険料率：医療 6.30％、支援金 2.00％、 

介護 1.90％ （平成 23年度） 

 

施策１ 介護保険事業の安定化 
 

○介護認定適正化事業【高齢介護課】 

事業の概要 目標指標 

全国統一基準の習熟及び市独自

マニュアル認定調査員研修の実施

などを通じ、調査員の質の向上を

図ります。また、訪問調査の委託に

ついては、ケアプラン担当事業所

と担当外の事務所の数が均等にな

るように選定します。 

訪問調査の客観性を高めるため、市内事業所への訪問

調査委託件数に対するケアプラン担当外事業所への委

託件数の割合（ケアプラン担当外件数÷市内事業所への

訪問調査委託件数）が均等（50％）である状態を維持しま

す。 

【目標】 50％を維持 （平成 25～27年度） 

【現状】 54％ （平成 23年度） 

 

 

施策１ 国民年金制度の普及 
 

○年金相談事業【医療年金課】 

事業の概要 目標指標 

被保険者及び受給資格者並びに

受給者などの身近な相談窓口とし

て、個別の年金相談に対処しま

す。 

市民の年金相談窓口として国民年金制度に対する理解を

深め、制度の維持並びに受給権の確保に努めます。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 11,377件(電話相談件数含む) （平成 23年度） 

 

 

 

 

 

基本的な方向性： 

市民一人ひとりの生活を支える社会保障制度の健全な運営を図ります。 

施策１ 

施策２ 

施策３ 
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政策１ 環境保全型社会の形成 

 

 

 

 

 

 

施策１ 地球環境の保全 
 

○環境基本計画推進事業【環境政策監】 

事業の概要 目標指標 

現行の長岡京市環境基本計画を

見直し、つむぎ織りなす“環境の

都”長岡京の実現を目指して市民

や団体、企業などと協働して推進

します。 

 

自然と共生する持続可能な社会の構築を目指し、市民や

企業、諸団体などと協働して、長岡京市環境基本計画を

推進します。 

【目標】 

長岡京市環境基本計画実施計画の改定、進捗報告・施

策の見直し（平成 25年度） 

長岡京市環境基本計画実施計画の進捗報告・施策の見

直し（平成 26年度） 

長岡京市環境基本計画中間年の見直し （平成 27年度） 

【現状】 新環境基本計画の改定作業 

環境基本計画実施計画の改定 (平成 23年度) 

 

○環境都市宣言啓発推進事業【環境政策監】 

事業の概要 目標指標 

環境フェアの実施など環境活動へ

の参加を促進する事業を実施しま

す。 

「環境都市宣言」の周知及び市民の環境活動への参加促

進を図るとともに、環境フェアの実施など環境活動への参

加を促進する市の事業及び市が関連する事業を増やしま

す。 

【目標】 

１事業  （平成 25～26年度） 

２事業 （平成 27年度） 

【現状】 １事業 （平成 23年度） 

 

○環境監視事業【環境政策監】 

事業の概要 目標指標 

大気や水質、騒音、振動などの環

境調査を行い地域の環境状況を

把握し、問題発生時の迅速な解決

にあたります。 

地域の環境状況を把握し問題発生に対応します。 

【目標】 環境基準値超過の減少 （平成 23～27年度） 

【現状】 調査数 142 項目、基準超過数 17 件、超過率

12.0%（平成 23年度） 

 

第２分野 生活環境 

基本的な方向性： 

市民の日常生活における環境に配慮した行動を促すとともに、廃棄物の適正な管理

や処理などの身近な取り組みを通して、快適な生活環境を維持し、人と自然が共生

する環境保全型社会の形成を目指します。 

施策１ 
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○低公害車導入事業【環境業務課】 

事業の概要 目標指標 

更新計画に基づき、ディーゼルエ

ンジンの清掃車両について、耐用

年数を勘案しながら、環境負荷の

少ない低公害車に切り替えていき

ます。 

清掃車両の更新にあたり、環境負荷の少ない低公害車

を、更新計画に基づき導入します。 

【目標】 

低公害車８台 （平成 25～26年度） 

低公害車９台 （平成 27年度） 

【現状】 低公害車７台を維持 （平成 23年度） 

 

施策１  循環型社会づくりの推進 

 

○分別によるリサイクル推進事業【環境業務課】 

事業の概要 目標指標 

エコタウン推進事業や資源ごみ集

団回収助成事業などを通じ、資源

ごみの適正排出と再資源化の向上

を目指します。 

１１種類の資源ごみの分別収集及び古紙等の集団回収の

推進により、資源化量の増加を目指していきます。 

【目標】 

3,932t （平成 25年度） 

3,993ｔ （平成 26年度） 

4,071t （平成 27年度） 

【現状】 3,800t （平成 23年度） 

 
 
 
施策１ 廃棄物の適正管理・処理 
 

○一般廃棄物等の適正処理事業【環境業務課】 

事業の概要 目標指標 

市が収集した一般廃棄物を乙訓環

境衛生組合で適正に処理するとと

もに、一般廃棄物処理計画懇話会

で、今後の廃棄物行政について協

議していきます。 

再資源化等により、一般廃棄物の排出量の減少を目指し

ます。 

(乙訓環境衛生組合に搬入されるごみの総量） 

【目標】 

21,797t （平成 25年度） 

21,648t （平成 26年度） 

21,502ｔ （平成 27年度） 

【現状】22,473ｔ （平成 23年度実績） 

 

○粗大ごみ収集運搬事業【環境業務課】 

事業の概要 目標指標 

市民が排出する粗大ごみを収集運

搬、処理します。処理にあたっては

排出する市民から手数料を徴収し

ています。 

受益者負担の原則に基づき、粗大ごみを排出する市民の

負担のもと、適正に粗大ごみが処理される状態を維持しま

す。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 手数料 6,632,500円 処理件数 3,016件 

処理量 156ｔ （平成 23年度） 

施策２ 

施策３ 
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○容器包装対象物収集運搬事業【環境業務課】 

事業の概要 目標指標 

市民にごみを 11 種類に分別排出

するよう依頼し、市は分別されたご

みを収集し、処理施設に搬入して

います。 

容器包装リサイクル法に基づき、市民が適正排出を実践

し、廃棄物から分別されることにより資源となる廃棄物が増

えています。この状況を引き続き維持します。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 2,146ｔ （平成 23年度） 

○一般家庭用可燃ごみ収集運搬事業【環境業務課】 

事業の概要 目標指標 

週２回、市民が可燃ごみステーショ

ンに排出する一般家庭用可燃ごみ

を収集し、乙訓環境衛生組合に搬

入して適正に焼却処分します。ま

た、業務を効率化するため、収集

運搬を業者に委託しています。 

可燃ごみの排出抑制や分別収集の実施により、一般家庭

用可燃ごみの排出量は数年横ばい傾向が保たれていま

す。このような状況を引き続き維持します。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 14,203t （平成 23年度） 

 

 

施策１ 快適な生活環境の実現 
 

○環境美化推進事業【環境政策監】 

事業の概要 目標指標 

不法投棄などの防止のための環境

パトロール及び「長岡京市まちをき

れいにする条例」の啓発活動を実

施します。 

不法投棄などを防止することで投棄物の減少を図ります。 

【目標】 

12ｔ （平成 25年度） 

10ｔ （平成 26～27年度）  

【現状】 14ｔ （平成 23年度） 

施策４ 
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政策２ 緑豊かな環境づくり 

 

 

 

 

 

施策１ 自然環境の保全 
 

○ホタルの育成と保護の推進事業【環境政策監】 

事業の概要 目標指標 

「長岡京市ゲンジボタルを育てる

会」と協力し、ゲンジボタルの保護

と育成を行います。 

ゲンジボタルの保護育成を推進し、ゲンジボタルの生息

地の拡大を目指します。 

【目標】 西代橋周辺から菩提寺橋周辺までのホタル 

生息 （平成 25～27年度） 

【現状】 金ヶ原橋下流でホタルの減少が見られた （平成

23年度） 

 

○西山森林整備推進事業【農林振興課】 

事業の概要 目標指標 

市民や環境団体、企業、行政など

地域の多様な主体の連携により設

立された西山森林整備推進協議

会を中心に、西山の保全を図りま

す。 

多くの市民に西山森林整備推進協議会の活動を知っても

らうために森林ボランティア体験行事を開催するとともに、

森林ボランティア団体数の増加を目指します。 

【目標】 

森林ボランティア活動団体数 18団体 （平成 23年度） 

20団体 （平成 25年度） 

21団体 （平成 26年度） 

22団体 （平成 27年度） 

【現状】 森林ボランティア活動団体数 19 団体 （平成 23

年度） 

 

施策１ 都市緑化の推進 

○公園緑地整備事業【公園緑地課】 

事業の概要 目標指標 

公園及び緑地の整備を促進しま

す。 

公園及び緑地の整備促進を図ります。 

【目標】 市南部地区整備に伴う公園の増及び開発提供

公園による増 （平成 25～27年度） 

【現状】 公園及び緑地 234か所 （平成 23年度） 

 

 

 

 

 

基本的な方向性： 

市民が気軽に緑にふれあい楽しめる、緑豊かな環境づくりを目指します。 

施策１ 

施策２ 
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○みどりのサポーター制度促進事業【公園緑地課】 

事業の概要 目標指標 

緑化や美化活動を行うボランティア

の登録制度である「みどりのサポー

ター制度」を促進します。また、登

録団体には、用具の貸し出しや傷

害保険の加入などの支援を行いま

す。 

緑化と美化活動に取り組むボランティア団体の数を増やし

ます。 

【目標】 

85団体 （平成 25年度） 

90団体 （平成 26年度） 

95団体 （平成 27年度） 

【現状】 63団体 （平成 23年度） 

 

○身近なみどりの創出事業【公園緑地課】 

事業の概要 目標指標 

市民の協力を得ながら河川、学校

などの公共空地や民有空地につ

いて、樹木や花の植栽などの緑化

を行います。 

緑被面積（樹木の樹幹、または地被類に覆われた面積）

を増やします。 

【目標】 

2,600㎡ （平成 25年度） 

2,800㎡ （平成 26年度） 

3,000㎡ （平成 27年度） 

【現状】 地被類を含む緑被面積 2.469㎡ （平成23年度） 
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政策３ 水環境の整備 

 

 

 

 

 

施策１ 下水道（汚水）事業の推進 

○下水道特別会計繰出金事業【上下水道部総務課】 

事業の概要 目標指標 

長期的経営の更なる効率化・安定

化を進めるために、適正な使用料

と一般会計繰出金の負担区分を

明確にします。このために有効で

あると思われる地方公営企業法の

適用も検討します。 

懇談会提言による安定した使用料収入を確保し、中長期

計画に基づく事業を着実に執行することにより、一般会計

繰出金の軽減を図ります。 

【目標】 繰出金の適正な執行 （平成 25～27年度） 

【現状】 繰出金 970,000千円 （平成 23年度） 

 

○下水道長寿命化事業【下水道施設課】 

事業の概要 目標指標 

長寿命化計画を策定し、長寿命化

が必要な場合については、事業計

画に基づき長寿命化事業を実施し

ます。 

 

平成２５年度までに下水道地震対策緊急整備計画によ 

る管路耐震化やマンホールトイレの整備などを実施し、 

あわせて長寿命化事業計画を策定します。平成２６年 

度以降は、長寿命化事業計画に基づき長寿命化事業 

を実施します。 

【目標】 

長寿命化計画策定５ヶ年計画区域の耐震化率 100％ 

（平成 25年度） 

詳細設計委託（長寿命化が必要な場合）（平成 26年度） 

長寿命化実施工事（長寿命化が必要な場合）（平成 27

年度） 

【現状】  

管路等の耐震化調査を実施(幹線管きょについて、現 

地調査や設計書等による耐震計算により、耐震化がで 

きていることが判明した) （平成 23年度） 

 

○「下水道アセットマネジメントシステム」(仮称)の構築事業【下水道施設課】 

事業の概要 目標指標 

下水道アセットマネジメントシステ

ムを構築します。 

 

 

耐震化、長寿命化による施設の信頼性向上を進めるととも

に、使用料と市民満足度のバランスを検討します。 

【目標】 

年次ごとの改築更新計画の検討（平成 25年度） 

公営企業化も含めたアセットマネジメントの可能性の検

討 （平成 26～27年度） 

【現状】 台帳のデータ更新済み （平成 23年度） 

 

 

基本的な方向性： 

公共下水道事業の計画的な整備を進め、快適な生活環境を確保します。また、河川

及び水路について治水対策を進めるとともに、親水空間の創出を進めます。 

施策１ 
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施策１ 浸水対策 
 

○流域下水道（雨水）建設負担金事業【上下水道部総務課】 

事業の概要 目標指標 

下水道の広域化のために進められ

ている桂川右岸流域下水道（雨

水）建設事業の建設費の一部を負

担します。 

 

桂川右岸流域下水道（雨水）建設事業の事業負担金の妥

当性を検証し、説明責任を果たします。 

【目標】 負担金の検証と適正な執行 （平成 25～27 年

度） 

【現状】 建設負担金の執行 21,101千円 （平成 23年度） 

 

○下水道(雨水)築造事業【下水道施設課】 

事業の概要 目標指標 

風呂川排水区の今里雨水貯留幹

線に流入する周辺水路の整備が

平成 21年度で完了したので、今後

は野添川の整備に着手します。 

風呂川排水区の整備率（整備済み面積÷事業認可区域

面積（65.14ha））を高めます。 

【目標】 

93％ （平成 25年度）  

97％ （平成 26年度） 

100％ （平成 27年度） 

【現状】 93％ （平成 23年度） 

 

○水循環再生プラン事業【下水道施設課】 

事業の概要 目標指標 

雨水の貯留浸透などを主とした「水

循環再生プラン」を策定し、その計

画により雨水貯留浸透施設などの

設置を進めます。 

実施計画を策定し、それに基づき雨水貯留浸透施設の整

備を進めます。 

【目標】  

国庫補助事業採択に向けた実施計画の策定並びに関係

部署との調整（平成 25年度） 

雨水貯留浸透施設（整備済箇所）１００基 

 （平成 26年度） 

雨水貯留浸透施設（整備済箇所）２００基 

 （平成 27年度） 

【現状】 基本計画の策定と啓発パンフレットの作成 （平

成 23年度） 

 

施策２ 
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政策４ 安定した水の供給 

 

 

 

 

施策１ 安全な水の安定供給 
 

○主要幹線管路の計画的更新事業【水道施設課】 

事業の概要 目標指標 

更新計画に基づき、老朽化した主

要幹線（直径 150mm 以上）の配水

管を取り替えます。 

主要幹線管路を更新します。 

【目標】 毎年度、250～500m（平成 25～27年度） 

【現状】 1,070m（平成 23年度） 

 

○鉛製給水管の取替推進事業【水道施設課】 

事業の概要 目標指標 

給水管（鉛管）の取替を計画的に

実施します。 

 

鉛管の取替を進め、鉛製給水管率を低下させます。 

【目標】 

14％ （平成 25年度） 

12％ （平成 26年度） 

10％ （平成 27年度） 

【現状】 17.6％（平成 23年度） 

 

○水道施設の統廃合事業【水道施設課】 

事業の概要 目標指標 

老朽化した北及び長法寺配水池

の統合等により、水道施設の統廃

合を実施します。 

水道施設の統合を完了します。 

【目標】 

80％ （平成 25年度） 

100％ （平成 27年度） 

【現状】 20％ （平成 23年度） 

 

○基幹管路の耐震化事業【水道施設課】 

事業の概要 目標指標 

更新計画に基づき、基幹管路（直

径 300mm以上）の耐震化を実施し

ます。 

基幹管路の耐震化を進めます。 

＊耐震化率･･･耐震管延長／基幹管路総延長 

＊耐震適合率･･･耐震適合性のある基幹管路の延長

／基幹管路の総延長 

【目標】 

耐震化率 33％ 耐震適合率 48％（平成 25年度） 

耐震化率 35％ 耐震適合率 50％ （平成 26年度） 

耐震化率 40％ 耐震適合率 53％ （平成 27年度） 

【現状】耐震化率 26.9％ 耐震適合率 43.9％（平成 23

年度） 

 

 

基本的な方向性： 

安全で良質な水の安定的な供給と健全な水道事業の経営を目指します。 

施策１ 



29 

 

 

施策１ 水道の経営基盤強化とサービス向上 
 

○事業経営の適正化事業【上下水道部総務課】 

事業の概要 目標指標 

老朽管の更新などによる有収率の

向上や、効率的な水運用による受

水費と動力費の削減を図り、適正

な水道料金徴収などの取り組みを

行います。 

総収支比率（総収入÷総支出）を 100％以上に維持しま

す。 

【目標】 100％以上を維持 （平成 25～27年度） 

【現状】 99.6％ （平成 23年度） 

 

施策２ 
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政策１ 生涯学習の推進 

 

 

 

 

 

施策１ 生涯学習支援環境の充実 
 

○中央生涯学習センター管理運営事業【生涯学習課】 

事業の概要 目標指標 

ＪＲ長岡京駅西口のバンビオ１番館

の中央生涯学習センターで、市民

の自主的で文化的な創造活動の

場を提供します。さらに、生涯学習

相談員を配置して市内の生涯学習

活動に関する情報提供を行いま

す。 

中央生涯学習センターの貸室の利用率（年間利用時間

÷年間利用可能時間）を高めます。 

【目標】 

44.0％ （平成 25年度） 

45.0％ （平成 26年度） 

46.0％ （平成 27年度） 

【現状】 44.2％ （平成 23年度） 

 

○定期講座開設事業【中央公民館】 

事業の概要 目標指標 

公民館において、ライフステージや

今日的課題に応じた各種の講座

や学習会などを開催します。 

公民館主催の各種講座の参加率（参加者数÷定数）を

高めます。 

【目標】 

90％ （平成 25年度） 

95％ （平成 26年度） 

100％ （平成 27年度） 

【現状】 79.3％ （平成 23年度） 

 

○各種団体・サークル等活動支援事業【中央公民館】 

事業の概要 目標指標 

公民館サークル連絡協議会を中

心に発表の場の確保やイベントな

どへの協力、地域での学習・文化

活動などの支援を行います。 

社会教育関係団体やサークル活動参加者数を維持又は

増加させることで、文化活動の地域力を向上させます。 

【目標】 

3,700人 （平成 25～26年度） 

3,800人 （平成 27年度） 

【現状】 3,696人 （平成 23年度） 

 

 

 

第３分野 教育・人権・文化 

基本的な方向性： 

「いつでも、どこでも、だれでも」自主的かつ自発的に学習やスポーツに取り組む

ことができ、その成果を適切に生かすことのできる環境づくりを目指します。 

施策１ 
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○図書・資料等購入整備事業【図書館】 

事業の概要 目標指標 

市民のニーズに合った資料を提供

し、その教養や調査研究、レクリエ

ーションに資し、暮らしに役立つ運

営にあたります。 

蔵書数の増加は図書館の充実につながるため、市民１人

あたりの蔵書数（蔵書数÷人口）を増やします。 

【目標】 

3.0冊／人（平成 25年度） 

3.1冊／人（平成 26～27年度） 

【現状】 2.94冊／人 （平成 23年度） 

 

 
施策１ スポーツの振興 

 

○総合型地域スポーツクラブ推進事業【文化・スポーツ振興室】 

事業の概要 目標指標 

学校を拠点として地域の融合を図

る総合型地域スポーツクラブの設

立、運営の支援及び市民への啓

発を行います。 

６つ以上の総合型地域スポーツクラブの発足を目指しま

す。（設立クラブ数÷６） 

【目標】 

80％ （平成 25年度） 

80％ （平成 26年度） 

100％ （平成 27年度） 

【現状】 80％ （平成 23年度） 

 

○スポーツ推進委員活動【文化・スポーツ振興室】 

事業の概要 目標指標 

気軽に参加できるニュースポーツ

を中心とした体験教室や、スポーツ

推進委員の資質向上のための研

修会への派遣などを実施します。 

 

スポーツ推進委員協議会が実施する生涯スポーツの奨励

普及事業の平均参加者数（総参加者数÷実施回数）を増

やします。 

【目標】 

19人 （平成 25年度） 

20人 （平成 26～27年度） 

【現状】 18人 （平成 23年度） 

 

 

施策１ 青少年活動の充実 
 

○西山キャンプ場管理運営事業【生涯学習課】 

事業の概要 目標指標 

西山森林整備構想と連携し、西山

キャンプ場に日帰り重視の野外活

動体験の場を整備します。 

西山キャンプ場の利用率（利用日数÷年間利用可能日

数）を高めます。 

【目標】 

21.5％ （平成 25年度） 

22.0％ （平成 26年度） 

22.5％ （平成 27年度） 

【現状】 20.98％ （平成 23年度） 

 

 

施策２ 

施策３ 
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○留守家庭児童会育成事業【文化・スポーツ振興室】 

事業の概要 目標指標 

仕事などにより、保護者が昼間家

庭にいない概ね小学校４年生（特

別支援学校在学生を含む障がい

児は６年生）までの児童に対して、

授業終了後の適切な遊び及び生

活の場を提供します。 

運営形態の見直しを検討し、留守家庭児童会入会希望

者がすべて入会できている現状を維持します。 

【目標】 入会率 100％を維持 （平成 25～27年度） 

【現状】 入会率 100％ 654人 （平成 23年度） 

 

○放課後子ども教室推進事業【文化・スポーツ振興室】 

事業の概要 目標指標 

学校施設を活用して、放課後や週

末などに子どもたちの活動拠点を

創出し、学習やスポーツ、文化活

動などの取り組みを推進します。 

 

教室の活動数と参加児童数（延べ人数）を増やします。 

【目標】 

1,400活動、延べ 32,000人（平成 25年度） 

1,450活動、延べ 32,500人（平成 26～27年度） 

【現状】 10小学校区合わせて 1,488活動 

延べ 30,635人 （平成 23年度） 

 

○地域子ども体験交流活動事業【文化・スポーツ振興室】 

事業の概要 目標指標 

子どもを対象に、キャンプなどの自

然体験や集団活動の場を提供しま

す。活動を通して自主性や協調

性、指導力などを身につけながら、

年齢や地域を超えた仲間作りを行

うことで、将来の地域や市を担う青

少年の育成を図ります。 

小学４～６年生及び中学生を対象に、キャンプなどの自然

体験や集団活動を、年２回、各 50 人募集し、定員の

100％で実施します。 

【目標】 参加率 100 ％（平成 25～27年度） 

【現状】 参加率 81 ％（平成 23年度） 
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政策２ 学校教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 教育条件の充実 
 

○教職員研修事業【教育支援センター】 

事業の概要 目標指標 

市立小中学校の学校教職員に対

する研修を実施し、指導力の向上

に努めます。 

研修終了後のアンケートにより、研修の目的が達成できた

と判断している参加者の割合を高めます。 

【目標】 

80％（平成 25～27年度） 

【現状】 97％ （平成 23年度） 

 

 

 施策１ 幼児教育の充実 
 

○幼児教育助成事業【教育総務課】 

事業の概要 目標指標 

私立幼稚園保護者に対し、保護者

助成などを支給します。 

 

私立幼稚園の保護者の経済負担が軽減されるよう、保護

者助成を適正に行います。 

【目標】 上記内容を目標とします。 

【現状】 1,487人 （１人 40,800円） （平成 23年度） 

 

 

施策１ 小中学校教育の充実 
 

○小学校施設整備事業【教育総務課】 

事業の概要 目標指標 

小学校における学習環境が安心・

安全かつ快適なものとなるよう施設

整備を行います。 

普通教室における空調 100％を維持するとともに、年度あ

たり１件以上の必要な整備事業を実施します。 

【目標】 空調 100％維持、整備事業１件以上 （平成 25～

27年度） 

【現状】 空調 100％維持、長七小グラウンド整備工事、長

三小給水管整備工事（平成 23年度） 

 

 

 

基本的な方向性： 

学力の充実や向上を図り確かな学力とともに個性を伸ばし、心の教育により豊かな

人間性を育み、健康や基礎体力の調和のとれた育成を目指します。また、社会と学

校とのかかわりの中で特色ある学校教育を創造するとともに、情報教育や国際感覚

の育成、環境教育を推進します。さらに、学校施設の充実や小中一貫教育を推進す

ることで、良好な教育環境の創出に努めます。 

 

施策１ 

施策２ 

施策３ 
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○中学校施設整備事業【教育総務課】 

事業の概要 目標指標 

中学校における学習環境が安心・

安全かつ快適なものとなるよう施設

整備を行います。 

 

普通教室における空調 100％を維持するとともに、年度あ

たり１件以上の必要な整備事業を実施します。 

【目標】 空調 100％維持、整備事業１件以上 （平成 25～

27年度） 

【現状】 空調設備 100％維持 （平成 23年度） 

 

○小学校施設耐震化事業【教育総務課】 

事業の概要 目標指標 

耐震調査により、非耐震施設であ

ると判明した小学校施設の耐震補

強及び改築を行います。 

 

小学校施設耐震化事業を実施し、推進状況を毎年度公

表します。 

【目標】 

耐震化率 78.6％、耐震化棟数 6 （平成 25年度） 

耐震化率 85.4％、耐震化棟数 2  （平成 26年度） 

耐震化率 100％、耐震化棟数 7 （平成 27年度） 

【現状】 耐震化率 57.1%、耐震化棟数 4棟（平成 23年度） 

 

○中学校施設耐震化事業【教育総務課】 

事業の概要 目標指標 

耐震調査により、非耐震施設であ

ると判明した中学校施設の耐震補

強及び改築を行います。 

 

中学校施設耐震化事業を実施し、推進状況を毎年度公

表します。 

【目標】 

 耐震化率 83.3％、耐震化棟数 1 （平成 25年度） 

 耐震化率 100％、耐震化棟数 4 （平成 26年度） 

【現状】 耐震化率 70.8%、耐震化棟数 1 （平成 23年度） 

 

○国際理解教育推進事業【学校教育課】 

事業の概要 目標指標 

外国の中学校（友好姉妹都市）へ

の生徒派遣や生徒の受入れ、文

通及び作品交換などの交流事業

を実施します。 

各中学校において訪米者の体験活動報告会を行い、より

多くの生徒の国際理解を深めるとともに、英語学習の意欲

を高めます。 

【目標】 継続実施 （平成 25～27年度） 

【現状】 事前学習会を通して異文化理解・コミュニケーショ

ン能力を育成  

滞在記などを掲載した報告書を作成 （平成 23

年度） 
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○外国語活動推進事業【学校教育課】 

事業の概要 目標指標 

小学校では外国語活動の時間を

設け、英語に慣れ親しむ機会を設

けます。中学校では英語学科で実

践的な英語学習を実施します。 

小学生が英語に慣れ親しむ機会と中学生が実践的な英

語学習を行う機会を継続して設けます。 

【目標】 小学校 １～４年生…年 10回を継続 

５～６年生…年 35回を継続 

中学校 全学年…年 18回を継続 

 （平成 25～27年度） 

【現状】 小学校 １～４年生…年 8～11回 

５～６年生…年 35回 

中学校 全学年…平均 14回 （平成 23年度） 

 

○学校給食事業【学校教育課】 

事業の概要 目標指標 

調理業務の民営化や衛生管理の

徹底、学校での食に関する指導の

充実などに取り組みます。 

食に関する指導の充実を図るための実践中心校を選定

し、その取り組み内容を近隣の学校へ普及するため、授

業研究や発表会などを毎年実施します。 

【目標】 継続実施 （平成 25～27年度） 

【現状】 各校で実施 （平成 23年度） 

 

○学校支援地域本部事業【生涯学習課】 

事業の概要 目標指標 

学習支援(補充学習会、進路学習

会、英検・数検等受検者学習会、

授業補助等)、環境整備支援(樹木

伐採、補修、花壇整備等)、部活動

支援等学校の要請に応じて支援し

ます。 

地域コーディネーターを核とした地域住民による継続的な

学校支援体制を確立整備するとともに、学校が求めてい

る支援に対する活動内容の充実・向上を図り、地域の教

育力の活性化に資するものにします。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 全中学校にコーディネーター及び支援室を設置 

(平成 24年度)   

 

○適応指導教室事業【教育支援センター】 

事業の概要 目標指標 

適応指導教室を開設し、不登校が

長期化している児童及び生徒に指

導を行うとともに、本来の学校への

復帰を援助します。 

不登校児童生徒の適応指導教室からの復帰者率（本来

の学校に復帰した児童生徒のみ）を維持します。 

【目標】 40.0％以上を維持 （平成 25～27年度） 

【現状】 14.3％ (1/7人)（平成 23年度） 

 

○教育相談事業【教育支援センター】 

事業の概要 目標指標 

教育に関する専門相談員（カウン

セラー）による電話相談、来所相談

を実施します。 

保護者や子どもの教育に関する悩みを解決することが必

要であることから、相談終結率を維持します。 

【目標】 50.0％以上を維持 （平成 25～27年度） 

【現状】 52.44％ （平成 23年度） 
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政策３ 男女共同参画社会の実現 

 

 

 

 

 

施策１ 男女共同参画の推進 
 

○男女共同参画フロア運営事業【市民協働・男女共同参画政策監】 

事業の概要 目標指標 

地域社会で行われる草の根的活

動へ男女共同参画の視点を入れ

た展開を推し進めることで、男女共

同参画社会の実現を目指します。 

男女共同参画フロアの承認団体と利用者数を増やしま

す。 

【目標】 

20団体 2,300人 （平成 25年度） 

21団体 2,400人 （平成 26年度） 

22団体 2,500人 （平成 27年度） 

【現状】20団体 3,039人 （平成 23年度） 

 

○男女共同参画フォーラム開催事業【女性交流支援センター】 

事業の概要 目標指標 

男女共同参画社会の推進に向け

て市民と一緒にフォーラムを企画

及び運営します。 

男女共同参画フォーラム参加者に対するアンケートを実

施し、「男女共同参画社会」ということばの周知度を公表し

ます。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】  ｢男女共同参画社会｣の講演のうち理解度は

93.4％ （平成 23年度） 

 

○女性の相談室事業【女性交流支援センター】 

事業の概要 目標指標 

女性が抱える悩みや問題につい

て、女性弁護士による法律相談及

び女性カウンセラーによる総合相

談を実施します。 

悩みや問題を抱えている女性の相談利用率（相談予約件

数÷相談開設枠数）を維持します。 

【目標】 95.0％以上を維持 （平成 25～27年度） 

【現状】 86.0％ （平成 23年度） 

 

○女性交流支援センター管理運営事業【女性交流支援センター】 

事業の概要 目標指標 

女性交流支援センターにおける交

流や相談、情報提供、啓発などの

事業を通じて、女性が自らの権利

と尊厳をもって生きることができるよ

う支援します。 

女性交流支援センターの来館者数を増やします。 

【目標】 

2,400人 （平成 25年度） 

2,450人 （平成 26年度） 

2,500人 （平成 27年度） 

【現状】 1,849人 （平成 23年度） 

基本的な方向性： 

一人ひとりが人権を尊重され、その人らしく、いきいきと暮らすことのできる男女

共同参画社会の実現を目指します。 

施策１ 
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政策４ 人権尊重と人権教育の推進 

 

 

 

 

 

施策１ 人権意識の高揚 
 

○文化教養教室開催事業【北開田会館】 

事業の概要 目標指標 

北開田会館において、地域住民と

周辺地域住民が参加する教室を

開催し、一緒に学ぶとともに人と人

とが交流することにより、人権意識

の高揚を図ります。 

地域住民の参加比率（地域住民参加者数÷参加者総

数）を高めます。 

【目標】 

48.0％ （平成 25年度） 

49.0％ （平成 26年度） 

50.0％ （平成 27年度） 

【現状】 40.79％ （平成 23年度） 

 

○人権教育・啓発推進事業【生涯学習課】 

事業の概要 目標指標 

「人権問題研究市民集会」を開催

し、講演や公募した人権啓発作品

の表彰を行います。 

「人権問題研究市民集会」の参加者数及び人権啓発作

品応募者の総数を維持します。 

【目標】 4,800人以上を維持 （平成 25～27年度） 

【現状】 4,659人 （平成 23年度） 

 

基本的な方向性： 

国民に等しく保障されている基本的人権が尊重され、擁護されるまちづくりを目指

します。 

施策１ 
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政策５ 文化の振興・文化財保護 

 

 

 

 

 

施策１ 文化芸術の振興 
 

○文化啓発事業【文化・スポーツ振興室】 

事業の概要 目標指標 

自主運営による文化芸術団体の

発表の場である乙訓文化芸術祭

に対し、乙訓２市１町が協力して

事業の支援を行うとともに、国民

文化祭を契機として、文化芸術

活動の一層の充実に向けた支援

を行います。 

乙訓文化芸術祭の観客数を維持または増やします。 

【目標】 3,000人以上を維持 （平成 25～27年度） 

【現状】 2,884人 （平成 23年度） 

 

○自主活動団体育成・支援事業【文化・スポーツ振興室】 

事業の概要 目標指標 

各種文化芸術団体の事業展開

に対し、補助を行います。 

自主的に活動する文化芸術団体に対する支援事業数を維

持または増やします。 

【目標】 

11事業 （平成 25～26年度） 

12事業 （平成 27年度） 

【現状】 10事業 （平成 23年度） 

 

○文化会館運営支援事業【文化・スポーツ振興室】 

事業の概要 目標指標 

京都府長岡京記念文化会館を

運営する京都府長岡京記念文化

事業団に対し、運営支援を行い

ます。 

長岡京音楽祭実行委員会の事業への参加者数の維持、増

加を目指します。 

【目標】 

4,000人 （平成 25年度） 

4,000人 （平成 26年度） 

4,000人 （平成 27年度） 

【現状】 4,000人 （平成 23年度） 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な方向性： 

市民の多様な文化芸術活動の振興を図るとともに、本市の豊かな歴史と文化を生か

したまちづくりを目指します。 

施策１ 
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文化財の保護・継承 

○文化財調査事業【生涯学習課】 

事業の概要 目標指標 

文化財の総合的かつ計画的な調

査を進め、適切な保存を行いま

す。 

国・府の指定・登録及び市指定文化財の指定件数を増や

します。 

【目標】 

82件 （平成 25年度） 

85件 （平成 26年度） 

90件 （平成 27年度） 

【現状】 79件 （平成 23年度） 

 

○史跡等整備・活用事業【生涯学習課】 

事業の概要 目標指標 

国史跡恵解山古墳基本計画に基

づき、実施設計と工事を実施しま

す。 

基本計画に基づき、恵解山古墳の整備を進めます。 

【目標】 

建築工事、展示・レプリカ設計（平成 25年度） 

史跡公園の開設、維持管理（平成 26年度） 

維持管理（平成 27年度） 

【現状】 実施設計図書作成  

整備工事その１の実施（平成 23年度） 

 

○埋蔵文化財調査センター充実事業【生涯学習課】 

事業の概要 目標指標 

遺跡から出土した文化財につい

て、埋蔵文化財調査センターで整

理及び研究し、その成果を広く展

示公開します。 

埋蔵文化財調査センターの総啓発事業参加者数（来館

者含む）を維持します。 

【目標】 3,600人以上を維持 （平成 25～27年度） 

【現状】 3,441人 （平成 23年度） 

 

 

 

○（仮称）長岡京市ふるさと資料館検討事業【生涯学習課】 

事業の概要 目標指標 

（仮称）長岡京市ふるさと資料館に

ついて、基本構想検討委員会とパ

ブリックコメントの意見を踏まえて基

本構想を策定し、基本計画策定へ

取り組みます。 

基本構想と基本計画の策定を進めます。 

【目標】 

基本構想策定（平成 25年度） 

基本計画検討委員会発足 （平成 26年度） 

基本計画策定 （平成 27年度） 

【現状】 庁内検討会２回開催  

基本構想(案)作成 （平成 23年度） 

 

施策２ 
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政策６ 平和・友好交流の推進 

 

 

 

 

 

施策１ 平和施策の推進 
 

○平和施策推進事業【政策推進課】 

事業の概要 目標指標 

戦争体験を振り返り、平和の尊さ

やいのちの大切さを改めて考える

機会として、「平和を考える市民フ

ォーラム」の開催や平和を祈る折り

鶴の募集などを行います。 

平和施策の参加者を増やします。 

【目標】 

6,000人 （平成 25年度） 

6,050人 （平成 26年度） 

6,100人 （平成 27年度） 

【現状】 4,598人 （平成 23年度） 

 

施策１ 友好交流の推進 

 

○友好交流事業【秘書課】 

事業の概要 目標指標 

友好都市、姉妹都市との間で訪問

団の派遣や受け入れを行います。 

友好交流事業への参加者数を維持します。 

年度により変動があるため、人口の 1％にあたる 800 人以

上を維持。過去 5年間平均：638人 

【目標】 800人以上を維持 （平成 25～27年度） 

【現状】 1,555人 （平成 23年度） 

 

基本的な方向性： 

平和に対する市民意識を高めるとともに、国内外の交流を深め、異なる文化や価値

観を理解できる人づくりを目指します。 

施策１ 

施策２ 
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政策１ 市街地の計画的整備 

 

 

 

 

 

施策１ 秩序あるまちづくり 
 

○まちづくり協議会助成事業【都市計画課】 

事業の概要 目標指標 

まちづくり構想の計画立案と実現

に向けた事業活動を行っているま

ちづくり協議会に対して助成を行

います。 

地域住民主体のまちづくり構想の作成と構想の実現化に

向けた活動を行うまちづくり協議会を増やします。 

【目標】 ２団体 （平成 25～27年度） 

【現状】 １団体 （平成 23年度） 

 

○都市景観形成事業【都市計画課】 

事業の概要 目標指標 

景観形成の基礎調査を実施し、そ

の結果に基づいて景観計画の見

直しを行い、重点地区の指定を目

指します。 

景観計画の見直しを行うとともに、市民及び事業者との協

働による景観計画の充実を図ります。 

【目標】 

・景観計画の見直しの基礎調査と審議 

 (平成 25～26年度) 

・景観計画の重点地区の指定を目指します。 

 (平成 27年度) 

【現状】 現状データ収集の実施(平成 23年度) 

 

施策１ 中心市街地の整備 
 

○阪急長岡天神駅周辺整備事業【まちづくり推進室】 

事業の概要 目標指標 

バリアフリー化の実現や阪急の連

続立体交差事業を含む中心市街

地整備方針を市民とともに策定し

ます。 

 

交通社会実験の結果を受け、バリアフリー化実現のため

の具体的な手法を検討します。 

それをまちづくりの契機とし、魅力ある中心市街地の実現

のための各種検討を行います。 

【目標】 

長岡天神駅周辺整備計画案の検討（平成 25年度） 

長岡天神駅周辺整備計画案の検討やシンポジウム等の

開催による市民への広報・意見の聴取（平成 26年度） 

長岡天神駅周辺整備計画に基づき、具体的施策に着手

（平成 27年度） 

【現状】 道路や電線共同溝の整備について検討し、道路

管理者である京都府と協議を実施 

京都府が検討業務に着手（平成 23年度） 

第４分野 都市基盤 

基本的な方向性： 

子どもから高齢者、障がい者などのすべての人が、自由に安心してまちを移動し、

活動できる、人にやさしい市街地の形成を図ります。 

施策１ 

施策２ 
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 施策１ にそと・阪急新駅周辺の整備 

 

○京都第二外環状道路周辺整備事業【まちづくり推進室】 

事業の概要 目標指標 

有効利用可能な高架下空間及び

西代公園の整備について、事業者

と調整しながら整備していきます。 

 

京都第二外環状道路の側道および側々道の供用開始を

支援し、西代公園整備事業並びににそと高架下緑化空

間の整備を推進します。 

【目標】 

にそと側道および側々道の供用開始、西代公園の設計

完了、にそと高架下緑化空間の設計完了（平成 25 年

度） 

西代公園の工事、にそと高架下緑化空間の工事（平成

26年度） 

西代公園の工事完了、にそと高架下緑化空間の工事完

了（平成 27年度） 

【現状】 京都第二外環状道路の供用開始に向けた支

援、西代公園基本計画、高架下整備計画の策定 

（平成 23年度） 

 

○阪急新駅周辺整備事業【まちづくり推進室】 

事業の概要 目標指標 

阪急新駅を設置するとともに、京都

第二外環状道路の高架下を利用

した駅前広場や駐輪場・駐車場な

どの整備を行います。 

 

国及び阪急電鉄などの関係機関や関係市民と連携して

阪急新駅及び周辺整備に係る都市再生整備計画を策定

し、それに基づき第二外環状道路事業と一体的に整備し

ます。 

【目標】 

新駅駅舎および周辺整備事業の完了 （平成 25年度） 

【現状】都市再生整備計画の第 4 回及び第 5 回変更 阪

急新駅の工事 

東西自由通路の工事(平成 23年度) 

 

 

施策３ 
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政策２ 総合的な交通体系の整備 

 

 

 

 

 

 

 施策１ 生活道路の整備 
 

○舗装復旧・側溝改良事業【土木課】 

事業の概要 目標指標 

公共下水道埋設後の道路舗装復

旧とあわせて、老朽化の激しい側

溝を改良し、開渠の側溝を蓋付き

に改良します。 

整備延長を伸ばします。 

【目標】 毎年度 1,700m～2,500m の整備 （平成 25～27

年度） 

【現状】 995m （平成 23年度） 

 

施策１ 骨格的な道路網の整備 
 

○府施行街路整備事業【まちづくり推進室】 

事業の概要 目標指標 

府との連携により、幹線道路の計

画的な整備を促進します。 

道路整備に向けて、事業認可、用地買収、道路築造の整

備促進を図ります。 

【目標】 

事業中路線の早期の完成を目指し事業促進を図りなが

ら、新規整備路線の検討、調整及び要望 （平成 25～26

年度） 

 新規整備路線の検討、調整及び要望 （平成 27年度） 

【現状】 石見下海印寺線、御陵山崎線及び外環状線の

事業促進（平成 23年度） 

 

○長岡京駅前線整備事業【まちづくり推進室】 

事業の概要 目標指標 

長岡京駅前線の第２工区を早期に

完了させるとともに、第３工区の事

業認可を取得し、事業を実施しま

す。 

第２工区を早期に完了させるとともに、第３工区において

事業認可の取得と用地買収及び道路築造を進めます。 

【目標】 

第３工区の用地買収 30％ （平成 25年度） 

第３工区の用地買収 60％ （平成 26年度） 

第３工区用地買収 100% （平成 27年度） 

【現状】 道路築造工事 

事業用地取得の完了 （平成 23年度） 

 

 

 

 

基本的な方向性： 

幹線道路や交通施設の整備を進めるとともに、幅広い世代の人々に配慮した人を優

先するみちづくりに取り組み、すべての市民にとって利用しやすい交通環境の実現

を目指します。 

施策１ 

施策２ 
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施策１ 公共交通及び交通手段の充実 
 

○地域公共交通計画検討事業【交通対策課】 

事業の概要 目標指標 

地域住民の利便性の確保や向上

を目指し、需要に即した乗り合い

運送サービスが提供されるよう、市

内の公共交通のあり方について検

討し、ビジョンを明確にします。 

地域公共交通ビジョンを明確にし、これを推進します。 

【目標】 

市内路線バス、コミュニティバスの路線見直しについて

検討します。（平成 25年度） 

地域の需要に即した乗り合い運送サービスの充実につ

いて検討します。 （平成 26～27年度） 

【現状】 ｢地域公共交通会議｣における検討 （平成 23 年

度） 

 

○放置自転車防止事業【交通対策課】 

事業の概要 目標指標 

駐輪場への利用誘導、放置自転

車などへの啓発・警告シールの貼

り付けなどの啓発活動や、定期的

な放置自転車などの撤去を実施し

ます。 

自転車などの放置による駅前の歩行環境の悪化の防止、

災害時における防災活動のための空間確保及び通行機

能の円滑化を図るため、一日の平均放置台数を増加させ

ないようにします。 

【目標】 14台／日以下を維持 （平成 25～27年度） 

【実績】 15.14台／日 （平成 23年度） 

 

○市営駐車場管理運営事業【交通対策課】 

事業の概要 目標指標 

市営駐車場の一時利用や月極定

期利用などを実施します。 

市営駐車場の利用拡大が違法駐車の減少につながるた

め、市営駐車場の一時利用・定期利用の増加を目指しま

す。 

【目標】 

2.60回転／日 （平成 25～27年度） 

【実績】 2.66回転／日 （平成 23年度） 

 

○バス利用促進事業【交通対策課】 

事業の概要 目標指標 

公共交通の活性化のために、ノン

ステップバスの導入促進及びコミュ

ニティバス（はっぴぃバス）の運行

により、市民の利便性の向上に努

めます。 

公共交通活性化を図るため、コミュニティバスの一便当た

りの利用客数の増加を目指します。 

【目標】 

12 人/便（コミュニティバス運行のあり方について検討を

行います。） （平成 25年度） 

12人/便 （運行継続が決定した場合の目標値）（平成 26

年度） 

12人/便（運行継続が決定した場合の目標値） （平成27

年度） 

【実績】 11.8人/便 （平成 23年度） 

 

 

 

 

施策３ 
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交通安全対策の推進 

○交通安全普及事業【交通対策課】 

事業の概要 目標指標 

国や京都府の交通安全運動計画

に沿って、市として各種交通安全

啓発活動を計画し、実地・現場で

行います。また、教育機関や団体、

家庭において、年齢や通行の状況

に応じ、きめ細やかな交通安全教

育を行うための支援を実施します。 

教育機関や関係団体への支援を実施した回数を把握し、

公表します。（資料や教材の提供などの回数） 

【目標】 

192回 （平成 25～26年度） 

200回 （平成 27年度） 

【実績】 187回 （平成 23年度） 

 

施策４ 
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政策３ 防災・防犯体制の整備 

 

 

 

 

 

施策１ 消防・防災体制の強化 
 

○防災備蓄物資等整備事業【危機管理監】 

事業の概要 目標指標 

本市に最も被害が大きいとされる

有馬ー高槻断層地震において３

８，０００人が避難すると想定し、そ

の避難者の生命を守るために必要

な物資として、食料や毛布、マンホ

ールトイレなどの備蓄や整備を行

います。 

 

平成２３年３月の東日本大震災の状況に鑑みて、平成２３ 

年度から５カ年間で備蓄目標値を２３，４００食から３８，００ 

０食とする災害用備蓄物資整備計画（以下「備蓄計画」と 

いう）により増量を進めます。また、高齢者や要配慮者など 

にも配慮し、品目を増やすなど、備蓄内容を充実します。 

【目標】 

長期備蓄物資３３，４６２食（カンパン、缶詰パン、五目ご

飯など）（平成 25年度） 

長期備蓄物資３６，８４２食（カンパン、缶詰パン、五目ご

飯など）（平成 26年度） 

長期備蓄物資３８，１００食（カンパン、缶詰パン、五目ご

飯など）（平成 27年度） 

【現状】長期備蓄物資２７，０２０食（カンパン、缶詰パン、 

五目ご飯など） （平成 23年度） 

 

○防災訓練等実施事業【危機管理監】 

事業の概要 目標指標 

地区住民、自主防災会、自治会、

各種機関及び市職員が連携して、

各種訓練を実施します。訓練会場

では防災に関するブースを設置

し、参加者の体験中心の訓練を実

施します。 

目標参加者数（１自治会 100 人）に対する参加者数を増

やします。 

【目標】 

110人/自治会 （平成 25年度） 

115人/自治会 （平成 26年度） 

120人/自治会 （平成 27年度） 

【現状】 荒天のため中止 （平成 23年度） 

 

○住宅・建築物耐震改修等事業【営繕課】 

事業の概要 目標指標 

旧基準で建築された既存木造住

宅の耐震診断及びマンションの耐

震診断費用の一部を補助します。

また、木造住宅耐震診断で、現行

耐震基準に適合しないと診断され

た住宅耐震改修費用の一部を補

助します。 

木造住宅耐震診断（相談含む）、マンション耐震診断及び

木造住宅耐震改修の補助件数を増やします。（平成 17年

度からの累計） 

【目標】 

耐震診断 290件 マンション耐震診断 3棟 

本格改修 60件  簡易改修  6件 （平成 25年度） 

耐震診断 320件 マンション耐震診断 4棟 

基本的な方向性： 

市民生活の安全性の向上を図り、災害や犯罪に強いまちづくりにより、市民の生命

や財産を守ることを目指します。 

施策１ 
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本格改修 80件 簡易改修  9件 （平成 26年度） 

耐震診断 350件 マンション耐震診断 5棟 

本格改修 100件 簡易改修  12件 （平成 27年度） 

【現状】 耐震診断 212件、マンション耐震診断 1棟、木造

住宅耐震改修補助 26件 （平成 23年度） 

 

施策１ 自主防災活動の推進 
 

○自主防災組織育成事業【危機管理監】 

事業の概要 目標指標 

各種研修会や出前ミーティングな

どを通じて、自主防災組織結成に

向けた啓発活動を行います。ま

た、初期救助資機材の購入支援と

取り扱いなどの指導を行います。 

全 57 自治会のうち、自主防災組織を結成している自治会

を増やします。 

【目標】 

53自治会 （平成 25年度） 

54自治会 （平成 26年度） 

55自治会 （平成 27年度） 

【現状】 51自治会 （平成 23年度） 

 施策１ 防犯意識の高揚と自主防犯活動の推進 

○防犯啓発・活動支援事業【危機管理監】 

事業の概要 目標指標 

防犯委員及び自治会による地域

安全パトロールなど、防犯意識の

向上を図るための啓発事業を行い

ます。また、地域住民が取り組む防

犯活動・防犯対策に対して要した

費用の一部補助を行います。 

市や団体、関係機関などの啓発活動回数を増やします。 

【目標】 

110回 （平成 25年度） 

115回 （平成 26年度） 

120回 （平成 27年度） 

【現状】 96回 （平成 23年度） 

施策２ 

施策３ 
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政策４ 快適に暮らせる住宅の供給 

 

 

 

 

 

施策１ 公営住宅等の供給 
 

○市営住宅の計画修繕事業【営繕課】 

事業の概要 目標指標 

市営住宅等長寿命化計画に基づ

き、入居者の高齢化などに対応し

た住宅改修を実施します。 

市営住宅等長寿命化計画に基づき、順次改修を実施しま

す。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 陶器町・馬場住宅改修実施設計 

北開田住宅１・２用途廃止（平成 23年度） 

 

基本的な方向性： 

老朽化した市営住宅の今後のあり方や、高齢者向け賃貸住宅などの供給を検討する

ことにより、市民が快適に暮らせる住宅の供給を目指します。 

施策１ 
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政策１ 農林業の振興 

 

 

 

 

 

施策１ 農業の振興 
 

○農業団体支援事業【農林振興課】 

事業の概要 目標指標 

市内の農業者で組織されている都

市農業振興クラブやふれあい朝市

実行委員会など、農業団体の組織

運営や研修、地元産農林産物のＰ

Ｒイベントの企画運営などの活動を

支援します。 

農業団体の中でも特に農業の中核的な担い手で構成さ

れる都市農業振興クラブ員の数を維持します。 

【目標】 38人以上を維持 （平成 25～27年度） 

【現状】 38人 （平成 23年度） 

 

○特産物育成事業【農林振興課】 

事業の概要 目標指標 

水稲の転作による特産野菜の産地

育成など地元消費者の信頼確保

による地産地消を推進します。 

主要作物（花菜、ナス及びタケノコ）の生産量を維持しま

す。 

【目標】 花菜 62t ナス 200t タケノコ 600t 以上を維持

（平成 25～27年度） 

【現状】 花菜 61t ナス 226t タケノコ 594t （平成 23 年

度） 

 

○有害鳥獣対策事業【農林振興課】 

事業の概要 目標指標 

捕獲計画に基づいて有害鳥獣の

捕獲を進めます。 

有害鳥獣による被害面積を減らします。（平成 21年度比） 

【目標】 

313a （平成 25年度） 

250a （平成 26年度） 

130a （平成 27年度） 

【現状】 被害面積 523a （平成 23年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５分野 産業 

基本的な方向性： 

本市の特性を生かした都市近郊農業の維持発展を目指し、農業生産力の向上による

農業経営の安定化と、農林産物を通じた農業者と市民の交流を促進します。また、

市民の貴重な財産である西山の緑を守るため、森林（里山）の保全を進めます。 

施策１ 
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○地産地消推進事業【農林振興課】 

事業の概要 目標指標 

販路拡大（企業などへの地元産農

林産物のＰＲ）、学校給食などへの

地元産農林産物の供給（食育への

地元農家の貢献）、販売拠点の確

保に取り組みます。 

地元納入先（学校給食を含む）への地元産農林産物の納

品実績金額を増やします。 

【目標】 

345万円 （平成 25年度） 

355万円 （平成 26年度） 

365万円 （平成 27年度） 

【現状】 444万円（平成 23年度） 

○農業委員会運営事業【農業委員会】 

事業の概要 目標指標 

農家台帳システムなどを活用した

農地の利用形態の分析や、各集

落の農業委員会活動による担い手

農家の掘り起こしを行い、農地の

利用集積を進めます。 

優良農地の保全と担い手農家などの効率的な農業経営

を推進するため、農地の利用権設定（貸借）の面積を拡大

します。 

【目標】 

290a （平成 25年度） 

295a （平成 26年度） 

300a （平成 27年度） 

【現状】 282a （平成 23年度） 

 

 施策１ 森林（里山）の保全 
 
○造林・除間伐推進事業【農林振興課】 

事業の概要 目標指標 

西山の森林機能を維持するととも

に、望ましい里山林を保全するた

めに必要な森林施業の推進と作業

道などの整備を図ります。 

植樹や下刈り、除伐、間伐、改良、竹林整備、整理伐など

が行われる里山林の施業面積を拡大します。 

【目標】 

170ha （平成 25年度） 

180ha （平成 26年度） 

190ha （平成 27年度） 

【現状】 159ha （平成 23年度） 

 

施策２ 
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政策２ 商工業の振興 

 

 

 

 

 

施策１ 商工業の活性化 
 

○融資関係補助事業【商工観光課】 

事業の概要 目標指標 

中小企業者が経営基盤安定のた

めに利用した制度融資に対し、利

子や保証料を補助し負担軽減を図

ります。 

制度融資の利用による市の補償支援をより効果的に実施

し、金融機関の市場金利を注視しながら、保証料補給率

と利子補給率の維持に努めます。また、中小企業者の経

営基盤安定のために制度展開を経済情勢に即応性のあ

る形に変更していきます。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 135者 （平成 23年度） 

 

○商店街等活性化支援事業【商工観光課】 

事業の概要 目標指標 

各商店街団体が実施する商店街

の活性化につながるイベント事業

や販売促進事業などの各種事業

活動に対し、補助金を交付しま

す。 

商店街活動のより一層の活性化のため、顧客の消費拡大

につながるイベント事業や販売促進事業などへの取り組

みを働きかけ、支援します。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 支援事業件数 13件 （平成 23年度） 

 

○商工会支援事業【商工観光課】 

事業の概要 目標指標 

地区内商工業の総合的な改善を

図るための経営指導や地域ブラン

ドの創出、まちおこし基点事業、中

心市街地エリア活性化事業など、

中小企業の支援と社会貢献に取り

組む商工会に対して補助金を交付

します。 

魅力ある商工会事業活動の充実により、商工会会員数の

増強を図れる事業支援を行います。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 商工会会員数 1,093店 （平成 23年度） 

 

 

○企業立地促進助成事業【商工観光課】 

事業の概要 目標指標 

事業所設置に関する助成や創業

支援、地元雇用促進助成などを行

います。 

 

 

本市への企業進出状況をつぶさに把握するため、京都府

関係課とも連携して企業進出情報を入手し、当該条例に

基づく円滑な立地支援策を行うことにより、雇用創出と企

業流出の防止を図ります。 

【目標】 申請に対応（25～27年度） 

【現状】 助成件数なし （平成 23年度） 

基本的な方向性： 

豊かな市民生活を支える地域商工業の活性化を図るとともに、企業が事業活動を継

続できる条件整備を進めます。 

施策１ 
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政策３ 観光の振興 

 

 

 

 

 

施策１ 観光事業の活性化 
 
○観光イベント充実事業【商工観光課】 

事業の概要 目標指標 

乙訓・八幡観光連絡協議会事業や

阪急観光あるき事業の実施により、

広域観光事業を推進します。ま

た、食によるまちの活性化を目指

し、白黒竹食街道事業の活動支

援、協力を行います。 

阪急観光あるきや食をテーマにした観光イベントの充実を

図ります。 

【目標】 

各種イベント年 3回（平成 25～27年度） 

【現状】 １回（平成 23年度） 

 

○観光協会支援事業【商工観光課】 

事業の概要 目標指標 

本市における持続可能な観光振

興につながる具体的事業として、

市民や観光客への憩いの場の提

供や特産品などの宣伝啓発など、

観光協会が実施する各種事業を

支援します。 

長岡京市全体の観光入込客数を増やします。 

【目標】 

123万人（平成 25年度） 

125万人（平成 26年度） 

127万人（平成 27年度） 

【現状】 123万 2,247人（平成 23年度） 

 

○観光案内所管理運営事業【商工観光課】 

事業の概要 目標指標 

阪急長岡天神駅前の観光案内所

及びＪＲ長岡京駅西口のバンビオ１

番館の観光情報センターにおい

て、市民及び観光客に観光案内

やその他観光情報の提供を行うと

ともに、特産品や工芸品などの展

示や販売などを行います。 

観光案内所と観光情報センターにおける案内件数（電話

案内を含む）と、観光協会の観光案内ホームページへの

アクセス数を増やします。 

【目標】 

案内件数 75千件 アクセス数 45万件（平成 25年度） 

案内件数 75千件 アクセス数 50万件（平成 26年度） 

案内件数 75千件 アクセス数 55万件（平成 27年度） 

【現状】 74千人（平成 23年度） 

 

○八条ヶ池周辺維持管理事業【商工観光課】 

事業の概要 目標指標 

八条ヶ池中堤のキリシマツツジ、水

上橋周辺及びアヤメ・カキツバタ・

ショウブ園などの観光地環境の景

観を守ります。 

八条ヶ池周辺の入り込み客数を増やします。 

【目標】 

69万人（平成 25年度） 

69万５千人（平成 26年度） 

70万人（平成 27年度） 

【現状】 63万 9千人（平成 23年度） 

基本的な方向性： 

市民や来訪者が本市の自然や歴史、文化に触れ、その魅力を堪能できるように、観

光の視点を取り入れたまちづくりを推進します。 

施策１ 
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政策１ 市民と行政のパートナーシップの確立 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 市民との情報の共有化 
 

○広報紙等発行事業【情報管理課】 

事業の概要 目標指標 

「広報長岡京」（広報紙）などの刊

行物を編集及び発行します。 

全世帯に行政情報を届けるため、広報紙の全世帯配布を

維持します。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 広報紙を月２回発行、シルバー人材センターへ

の委託により全世帯に配布（年間計 781,644 部）

（平成 23年度） 

 

○ホームページの充実事業【情報管理課】 

事業の概要 目標指標 

市の政策や施策、計画、条例、会

議録などをホームページで公開し

ます。また、適切で適時の情報提

供を行います。 

ホームページの充実により、アクセス件数（月平均）を増や

します。 

【目標】 

41,000件/月 （平成 25年度） 

42,000件/月 （平成 26年度） 

43,000件/月 （平成 27年度） 

【現状】 38,355件/月（平成 23年度） 

 

○情報公開・個人情報保護事務事業【情報管理課】 

事業の概要 目標指標 

公開請求に基づく行政情報の公

開及び、行政事務内容の情報提

供を推進します。 

行政の説明責任を果たすための基盤として、毎年情報公

開の状況を取りまとめて公表します。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 6 月に運用状況報告書を公表し議会に報告、6

月 15 日号広報紙面及びホームページで公表

（平成 23年度） 

 

 

 

 

 

第６分野 まちづくりの推進に向けて 

基本的な方向性： 

市民に対して適切な情報提供を行うとともに、まちづくりに関する意思決定への市

民参画を広げる、市民と行政のパートナーシップの確立を目指します。また、地域

における課題解決の中心となる地域コミュニティ活動を促進するため、自治会活動

の支援や交流基盤の整備に取り組みます。 

施策１ 
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 施策１ 市政への参画の促進 
 

○市民公募委員推進事業【市民協働・男女共同参画政策監】 

事業の概要 目標指標 

審議会所管課などに対して「審議

会等の設置及び運営等に関する

基準」の周知徹底を図り、市民公

募委員採用の増加を働きかけま

す。 

市民公募委員の採用が可能な審議会等（行政委員会及

び休会中のものを除く）のうち、市民公募委員を実際に採

用している審議会等の比率を高めます。 

【目標】 

52％ （平成 25年度） 

55％ （平成 26年度） 

58％ （平成 27年度） 

【現状】 44.0％（平成 23年度） 

 

○まちかどトーク事業【情報管理課】 

事業の概要 目標指標 

市長自らが出向いて、市民と直接

対話することにより、市民のニーズ

を把握し、また、市民に行政情報を

提供します。 

幅広い年齢層のサークル、団体に働きかけ、参加者数を

増やします。また、開催状況をホームページなどに掲載

し、市民に公表します。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 年間 167人 （平成 23年度） 

 

 
施策１ コミュニティ活動の促進 

 

○市民活動サポートセンター管理運営事業【市民協働・男女共同参画政策監】 

事業の概要 目標指標 

市民活動を支援する場を提供しま

す。なお、この施設の管理に関し

ては、NPO など市民活動を支援す

る団体に委託します。 

市民活動の拠点となる市民活動サポートセンターの

利用促進が市民活動の支援拡大につながるため、市民

活動サポートセンターの利用者数と団体登録数の増加を

目指します。 

【目標】 

13,000人 125団体 （平成 25年度） 

13,250人 130団体 （平成 26年度） 

13,250人 135団体 （平成 27年度） 

【現状】 12,834人(イベント入場者除く)127団体 （平成 23

年度） 

 

○市民参画協働推進事業【市民協働・男女共同参画政策監】 

事業の概要 目標指標 

市民参画協働懇話会の運営や協

働プラットフォームの実施、パブリッ

クコメント制度の活用促進を行いま

す。 

協働プラットフォームの運営を進めます。 

【目標】 毎年度１～２つ （平成 25～27年度） 

【現状】 ２の協働プラットフォームの運営 （平成 23年度） 

 

 

施策２ 

施策３ 
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○地域コミュニティ活性化事業【市民協働・男女共同参画政策監】 

事業の概要 目標指標 

行政が対応してきた守備範囲を見

直し、地域コミュニティに関連する

様々な事業を地域住民が自ら考え

て活動できるよう、小学校区単位で

支援します。 

小学校区単位の地域コミュニティ支援モデル地区を設定

し、包括的に支援します。 

【目標】 毎年度１～２地区 （平成 25～27年度） 

【現状】 1地区増 計 4地区 （平成 23年度） 

 

○市民交流フロア等管理運営事業【総合交流センター】 

事業の概要 目標指標 

ＪＲ長岡京駅西口のバンビオ１番館

内総合交流センターで、市民交流

フロアとして、児童室の自由利用

や談話コーナーの設置をはじめ、

住民票など証明書類の交付サービ

ス、インターネット利用サービス、各

種行政情報の提供、その他市民サ

ービスの提供及び市政案内を行い

ます。 

 

市民交流フロア等の利用状況を示すものとして、各種行

政サービスの利用件数の増加を目指します。 

【目標】 

証明書類 440 件、インターネット 4,500 件、図書の貸し

出し及び返却 6,000 件/20,000 冊、広場利用者 64,500

人 （平成 25年度） 

証明書類 440 件、インターネット 4,600 件、図書の貸し

出し及び返却 6,100 件/20,500 冊、広場利用者 64,500

人 （平成 26年度） 

証明書類 450 件、インターネット 4,700 件、図書の貸し

出し及び返却 6,200 件/21,000 冊、広場利用者 65,000

人 （平成 27年度） 

【現状】 証明書類 380件、インターネット 3,769件、 

図書返却 5,684件／18,471冊、 

広場利用者 48,428人 （平成 23年度） 

 

○長岡京ガラシャ祭（市民まつり）実行委員会事業【総務課】 

事業の概要 目標指標 

市民で組織する長岡京ガラシャ祭

実行委員会に対して助成を行いま

す。 

地域振興を目的に市民や市民団体が主体的に考え、事

業運営できるよう誘導します。また、事業経費に占める一

般財源充当額（補助金額＋人件費相当分）の削減を目指

します。 

【目標】 

市民まつりとして、市民主導での事業運営に移行できる

よう誘導します（平成 25年度） 

 一般財源充当額 21,000,000円 （平成 27年度） 

【現状】 一般財源充当額 24,600,000円 （平成 23年度） 

 

○自治会活動支援事業【総務課】 

事業の概要 目標指標 

自治会活動への支援を行います。

また、自治会の加入世帯増加の取

り組みを行います。 

全国的に自治会離れが進むなか、自治会の加入世帯数

を維持または増やします。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 57自治会 20,304世帯 （平成 23年度） 
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○多世代交流ふれあいセンター管理運営事業【多世代交流ふれあいセンター】 

事業の概要 目標指標 

市西部の新たな公共施設として、

多世代が交流するふれあいの場を

提供するとともに、コミュニティ活動

の促進を図ります。 

多世代交流ふれあいセンターの利用者数を増やします。 

【目標】 

13,000人／年 （平成 25年度） 

14,000人／年 （平成 26年度） 

15,000人／年 （平成 27年度） 

【現状】 20,174人／年 （平成 23年度） 
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政策２ 市民に開かれた合理的な行財政運営 

 

 

 

 

 

施策１ 効率的な行財政運営 
 

○公共施設検討事業【政策推進課】 

事業の概要 目標指標 

よりよい公共サービスの提供と整備

費及び維持管理運営費の縮減を

目指した市の公共施設全体の効

率化を図るための指針を定め、施

設整備の具体化について検討し、

適切な運用に努めます。 

公共施設の整備のための指針を定め、施設の整備と運営

についての具体的検討を行います。 

【目標】指針に基づく対象施設整備の具体化の検討（平

成 25～27年度） 

【現状】 公共施設の整備のための指針の検討・素案作成 

（平成 23年度） 

 

○行財政改革推進事業【政策推進課】 

事業の概要 目標指標 

第３次長岡京市行財政改革大綱を

もとに、第３次長岡京市行財政改

革アクションプランを実行します。 

行財政改革アクションプランの着実な実行を図るため、外

部委員会の意見を受けて推進状況を毎年度公表します。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 ７、11 月に外部委員会にて検討、報告。９月にホ

ームページ上で公表。 （平成 23年度） 

 

○財政調整基金積立事業【財政課】 

事業の概要 目標指標 

財源の確保や歳出の見直しなどに

よる予算編成と執行管理により、健

全な財政構造を構築し、一定の財

政調整基金の残高を確保します。 

持続可能な財政運営を実現するために、年度間の一般

財源の変動に備え、一定額以上を維持します。 

【目標】 

財政調整基金残高１５億円以上 （平成 25～27年度） 

【現状】 財政調整基金残高 25.9億円 （平成 23年度末） 

 

○法令遵守推進事業【総務課】 

事業の概要 目標指標 

法令遵守委員会の運営及び開催

や、法令遵守マネージャーへの相

談、法令遵守に関する職員への研

修などの啓発、市民への啓発を実

施します。 

市民の信頼を得るため、市職員から公益通報及び不当要

求行為などの報告があった場合には、必ず法令遵守委員

会を開催します。また、市職員を対象にした研修会を年１

回実施します。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 法令遵守委員会を２回開催。管理・監督職対象

研修を 1回実施（平成 23年度） 

 

 

基本的な方向性： 

地方分権時代にふさわしい自立した地方自治体としての役割を発揮するため、効率

的な行財政運営を目指します。 

施策１ 
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○税徴収事業【収納課】 

事業の概要 目標指標 

京都地方税機構と連携するととも

に、納税機会の拡充及び利便性を

向上させ、納税意識を啓発しま

す。 

徴収すべき税を確実に集めるため、課税額に対する収納

額の比率を維持または向上させます。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 96.02％（平成 23年度） 

 

○入札・契約事務事業【管財課】 

事業の概要 目標指標 

入札制度において、電子入札を実

施します。 

平成 25年度から完全実施とし、建設工事及び建設コンサ

ルタント等業務において、年間約 120 件の電子入札を実

施します。 

【目標】 

120件 （平成 25～27年度） 

【現状】 6件の試行実施 （平成 23年度） 

 

施策１ 情報化の推進 
 

○地域・行政情報システム充実事業【情報管理課】 

事業の概要 目標指標 

整備済みの光ファイバーネットワー

ク環境と各種アプリケーションを利

用して、行政情報を発信します。ネ

ットワーク環境においては情報資

産の適切な維持運用管理、更新

及びセキュリティ管理に取り組みま

す。 

市民がアクセスしやすいシステム環境を維持しつつ、セキ

ュリティを重視した安定的なシステムの稼働を目指しま

す。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 庁内端末・プリンタの更新後の保守を継続 

施設予約関連機器の非常電源用バッテリの交換

を実施 

常に最新のセキュリティソフトの導入と適用、安定

稼動への対策を実施 

地域イントラの安定稼働に向けた更新準備 

（平成 23年度） 

 

 

施策１ 人的資源の有効活用 
 

○職員研修事業【職員課】 

事業の概要 目標指標 

職場内研修や職場外研修、通信

研修などを実施し、職員の意識改

革と能力向上を図ります。 

職員の受講回数を維持します。                                                             

【目標】 ２回以上の実施を維持（平成 25～27年度） 

【現状】 2.61回（平成 23年度） 

施策２ 

施策３ 
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政策３ 近隣自治体・大学等との連携協力 

 

 

 

 

 

施策１ 大学等との連携協力 
 

○官学連携推進事業【政策推進課】 

事業の概要 目標指標 

京都府立大学をはじめとする大学

と連携協力し、様々な行政課題に

対応します。 

京都府立大学との連携協力事業数を増やします。 

【目標】 

14事業（平成 25年度） 

15事業（平成 26～27年度） 

【現状】 14事業（平成 23年度） 

 

○広域行政事業【政策推進課】 

事業の概要 目標指標 

広域的な連携組織である歴史街

道推進協議会や乙訓地域分科会

などにおいて、広域的な事業の展

開と検討を行います。 

乙訓地域分科会での広域行政の調査研究の内容につい

て、広報紙やホームページなどで市民へ情報を提供しま

す。 

【目標】 上記内容を目標とします 

【現状】 12 月に乙訓地域分科会だよりを発行、ホームペ

ージで情報を公開 （平成 23年度） 

 

○大河ドラマ(細川ガラシャ)誘致活動事業【政策推進課】 

事業の概要 目標指標 

ガラシャ、光秀、細川幽斎・忠興ゆ

かりの市町と各市町の商工・観光

団体で協議会を構成し、連携しな

がら誘致を進めます。 

NHK 大河ドラマ誘致に賛同する署名数を増やします。

(NHK 大河ドラマ誘致推進協議会で目標とする筆数を達

成するため、本市の署名数を増やします。)（累計） 

【目標】  

26,000（平成 25年度） 

30,000（平成 26年度） 

34,000（平成 27年度） 

【現状】 2,759 (平成 23年度) 

 

基本的な方向性： 

近隣自治体や大学などと連携協力し、本市のみでは対応できない課題の解決を目指

します。 

施策１ 


